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ホームページ・ニュースメールのご案内
　OKIグループのホームページでは、企業戦略や最新技術に基づいたソリューションなどの情報を幅広く掲載しています。株主・投資家のみなさま向けに、
決算情報や証券取引所へのファイリング情報などもご提供しています。
　また、メールアドレスをご登録いただいた方に、ニュースメールとして株主・投資家のみなさま向け情報を随時配信しています。ぜひお申し込みください。

● 投資家向けホームページ　http://www.oki.com/jp/ir/　　● ニュースメール登録　http://www.oki.com/jp/ir/nm/

株主インフォメーション

特別口座でOKI株式をお持ちの株主様へのご案内

 特別口座に1,000株未満の株式をお持ちの株主の方（本誌送付票の右上「ご所有株式数明細」特別口座欄をご参照）は、同封の単
元未満株式買取請求取次依頼書をご利用いただきますと買取手数料が無料で簡単な手続きで売却できます。
 なお、すでにお手続きいただいている場合は、あしからずご了承ください。

＜書類の請求および提出先＞　みずほ信託銀行 証券代行部　住所：〒168-8507 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
※ 本件に関するお問い合わせは、みずほ信託銀行までご連絡ください。（フリーダイヤル 0120-288-324）

◆ お手続きは 証券会社に口座をお持ちの場合 ..........  お取引の証券会社へ
  証券会社に口座をお持ちでない場合....  みずほ信託銀行（株）へ お問い合わせください。

「配当金の振込指定」のご案内（お願い）
 当社株式の配当金のお受け取りには、ゆうちょ銀行又は郵便局で「配当金領収証」と引き換えに受領するほか、口
座振込の方法が選択できます。
 この機会に、配当金の振込指定のお手続きをされることをおすすめいたします。
 なお、すでに配当金の振込指定がお済みの場合は、あしからずご了承ください。

◆ 配当金の口座振込の方法は次の3つがあります。

株式数比例配分方式 登録配当金受領口座方式 個別銘柄指定方式

当社株式 A社株式

X銀行の口座

当社株式 B社株式当社株式

X証券の口座 Y証券の口座 Y銀行の口座 Z銀行の口座

証券会社の口座で、保有株式数に応じた
配当金を受け取る方式です

保有するすべての銘柄の配当金を、
指定した1つの金融機関の口座で

受け取る方式です

銘柄ごとに配当金の振込口座を
指定する方式です




